
 

 

奈 個 情 第 ６ １ 号 

令和３年２月１７日 

 

 

奈良市教育長 様 

（諮問実施機関担当課 

 教育委員会教育部地域教育課） 

 

 

奈良市個人情報保護審議会 

会長  佐々木 育子 

 

 

奈良市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に係る 

諮問について（答申） 

 

 

令和３年１月８日付け奈教地第２８１号で諮問のあった下記の件について、別紙

のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

【諮問 ： 個情第０２－１３号】 

バンビーホーム登降所等管理システムに係る電子計算機の結合について 
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（別紙） 

答申：個 情 第 ４ ２ 号 

諮問：個情第０２－１３号 

 

答  申 

 

第１ 審議会の結論 

奈良市教育長が、放課後児童健全育成事業として開設している放課後児童ク

ラブにおける児童及びその保護者の個人情報を、事業者が管理するクラウドサ

ーバと実施機関が管理する端末機器をオンラインで結合し、当該クラウドサー

バ内で当該児童及びその保護者に係る個人情報を取り扱うことは、公益上の必

要が認められ、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがな

いと認める。 

 

第２ 対象事業の概要 

奈良市教育長（以下「実施機関」という。）は、放課後児童クラブ（以下「バ

ンビーホーム」という。）における児童及びその保護者の個人情報を扱う「管理

システム」について、次のとおり説明した。 

 １ 管理システムについて 

   バンビーホームにおける業務負担軽減を図るため、児童の登降園管理及びそ

の保護者との連絡の業務のＩＣＴ化を行う。 

⑴ 児童の登降所管理等 

実施機関は、クラウドサーバのデータセンターに、児童の氏名、学年、出欠、

児童を迎えに来る者、児童の降所時間及びメールアドレスを保管し、バンビ

ーホームに設置する打刻用端末機器でこれらの情報と照合するほか、実施機

関の地域教育課においては、児童の出欠帳票、日報・月報・事故速報等の児童

情報を管理する。 

  ⑵ 保護者との連絡 

新型コロナウイルス感染症対策として、児童、職員等が感染した際の保護

者への一斉緊急連絡や円滑な情報の共有を図る。また、平時においては保護

者からの出欠等の連絡や、当該バンビーホームから「おたより」等データ配信

を行う。 

 ２ 個人情報の安全性の確保 

実施機関は、「管理システム」を構築及び運用するに当たり、次のような措置

を講じることで、申請者に係る個人情報の安全性を確保しようとするものであ
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る。   

⑴ 「管理システム」に係る仕様書において、受託事業者に次の安全管理措置な

どを求めることとしている。 

 ア 個人情報の登録や送受信には、ＳＳＬ通信によるセキュリティ強化によ

り、ウェブサイトからの発信データ改ざんの防止や、 ブラウザの入力・送

信データの暗号化により個人情報を保護すること。 

 イ クラウドサーバ内のデータセンターは、保護者からの情報を扱うＷｅｂ

サーバと児童等の情報を管理するファイルサーバを分離する構成とし、Ｗ

ｅｂサーバへのアクセス制限をかけることで、不正アクセスの防止とデー

タベースの安全性を高めること。 

 ウ 入札公告日において、「管理システム」の構築事業者及びクラウドサーバ

を提供する事業者が、一般財団法人日本情報経済社会推進協会認定による

プライバシーマーク制度の認定又は情報セキュリティマネジメントシステ

ムの国際規格ＩＳＯ２７００１の認証を取得していること。 

 エ メール連絡システムの受注事業者に条例に基づき保護者に係る個人情報

を適切に取り扱わせるため、締結する契約書で、奈良市個人情報取扱特記

事項を遵守し、適正な個人情報の管理、取扱いを徹底するとともに、児童及

びその保護者に係る個人情報の取扱いにおいて必要事項を記載した所定の

書類を提出すること。 

⑵ クラウドサーバと実施機関が管理する端末機器は、インターネット上に仮

想の専用線を設定し、特定の者のみが利用できる専用ネットワークで接続（Ｖ

ＰＮ接続）すること。 

⑶ 実施機関の職員がクラウドサーバへアクセスすることができる実施機関業

務端末を限定すること。 

  ⑷ 実施機関業務端末を操作できる実施機関の職員を限定するとともに、ＩＤ

及びパスワードを設定すること。 

⑸ その他「管理システム」における個人情報の取扱いについて、その作業手順

等を定めた「ファイルサーバ運用マニュアル」及び「バンビーホーム登降所等

管理システム個人情報管理マニュアル」を作成すること。 

 

第３ 審議会の判断 

当審議会は、実施機関が「管理システム」を構築及び運用するに当たり、第２

の２⑴から⑸までの説明による措置を講じようとしていることから、「管理シス

テム」において児童及びその保護者に係る個人情報を取り扱うことについて、

公益上の必要があり、また本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ
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はないと認めた。 

よって、当審議会は、冒頭の「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

第４ 付言 

当審議会は、諮問された本件事案については、公益上の必要があり、かつ、必

要な安全管理措置が講じられており、当該保護者の権利利益が不当に侵害され

ることはないと判断した。 

ただし、実施機関が「管理システム」を運用するに当たっては、次の事項に留

意し、保護者に係る個人情報の適正な取扱いを徹底するよう要望する。 

 １ 実施機関は、児童及びその保護者に係る情報の変更を求めるときは、当該本

人のなりすましを防止する仕組みを導入するよう努めること。 

２ 実施機関は、スマートフォン等情報端末を保有していない保護者に対しては

適切に対応すること。 

３ 実施機関は、「情報セキュリティインシデント発生時の報告体制」を定めてい

るが、有事の際はこの報告体制が有効に機能するよう運用すること。 

 

第５ 審議会の審査経過 

当審議会における審査経過は、次のとおりである。 

年 月 日 審 査 経 過 

令和３年 １月 ８日 実施機関から諮問を受けた。 

令和３年 １月２１日 

 

令和２年度第８回審議会 

１ 実施機関から口頭による説明を受けた。 

２ 事案の審議を行った。 

令和３年 ２月１７日 令和２年度第９回審議会 

１ 事案の審議を行った。 

２ 答申案の取りまとめを行った。 

令和３年 ２月１７日 実施機関に対して答申を行った。 

 

○ 奈良市個人情報保護審議会委員 

氏  名 役 職 名 備  考 

荒牧  裕一 大手前短期大学教授  

石黒  良彦 弁護士  

杵崎 のり子 奈良学園大学客員教授  

佐々木 育子 弁護士 会     長 
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浜口  廣久 弁護士 会長職務代理者 

 


